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 令和３年度特別調整交付金交付基準（その他特別の事情がある場合）等について 

 

 

 

令和３年度における国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令（以下

「算定省令」という。）第６条第１号ヲの規定に該当する当該都道府県内の市町村があ

る場合及び同条第６条第２号の規定に該当する場合において当該都道府県に対して交付

する特別調整交付金の交付基準及び交付基準額の算定方法等については、別紙「令和３

年度特別調整交付金交付基準（算定省令第６条第１号ヲ及び同条第２号による特別の事

情がある場合）」によることとしたので、通知する。 

なお、その他の事項に係る交付基準等については、追って通知することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

（別  紙） 

 

 

令和３年度特別調整交付金交付基準 

（算定省令第６条第１号ヲ及び同条第２号による特別の事情がある場合） 

 

 

１．算定省令第６条第１号ヲ関係（市町村の特別事情） 

  「令和３年度保険者努力支援制度（市町村分）について」（令和２年７月 31 日保国発

0731 第１号）、「令和２年度保険者努力支援制度実績調査について」（令和２年８月 28 日

保国発 0828 第２号）及び「令和３年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率

の算定に用いる係数について」（令和２年 10 月 30 日保国発 1030 第 1 号）（以下「令和

２年度保険者努力支援制度通知（市町村分）」という。）における算定方法等に基づき、

被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正

化等に係る取組を実施したこと。 

 

＜交付基準額の算定方法＞ 

  令和２年度保険者努力支援制度通知（市町村分）における算定方法等に基づく取組状

況に応じて、特別調整交付金の予算の範囲内の額を交付する。 

 

  調整基準額 ＝ ｢令和３年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定

に用いる係数について｣（令和２年度 12 月 25 日保国発 1225 第３

号）において示した令和３年度保険者努力支援制度（市町村分）の

交付見込額から、市町村分の交付額の一部として、｢令和３年度国

民健康保険保険者努力支援交付金（取組評価分）の交付申請等につ

いて」（令和３年４月 27 日事務連絡）において示した額（所要額算

出調書における算定額）を控除した額 

 

 

２．算定省令第６条第２号関係（都道府県の特別事情） 

１ 保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図 

 るため必要があること。（追加激変緩和措置） 

 

＜交付基準額の算定方法＞ 

  調整基準額 ＝ 令和２年６月１日現在における当該都道府県内の市町村の全被

保険者数合計 ÷ 令和２年６月１日現在における全国の全被

保険者数 × 予算の範囲内の額 

 



 
 

※ 被保険者数については、「令和３年度予算関係資料の作成について」（令和２年

６月８日付け事務連絡）様式 19 で報告のあった「国保加入被保険者数」（令和２

年６月１日数値）とする。 

 

２ 都道府県内の市町村が、特別調整交付金交付基準のうち、国民健康保険の保険者とし

て高い意識を有し、適正かつ健全な事業運営に積極的に取り組んでいること（以下「経

営努力分」という。）の発展的解消に伴う経過措置の交付対象保険者に該当しているこ

と。 

 

＜交付基準額の算出方法＞ 

都道府県内の市町村について、それぞれ次の①及び②により算定した額を比較し高い

方の額を合計した額を交付する。 

① 過去５年度（平成 24～28 年度）中３回以上経営努力分の交付を受けている市町村

について、当該期間における経営努力分の交付実績（平均交付額）の７割相当額

から「令和３年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定に用いる

係数について（通知）」（令和２年 12 月 25 日保国発 1225 第３号）（以下「確定係

数通知」という。）における令和３年度保険者努力支援制度（市町村分）の当該市

町村に係る交付見込額を控除した額 

 

調整基準額 ＝ 「交付対象市町村における平均交付額（平成 24 年度～28 年度に

おける交付額の合計÷当該期間中の交付回数）の 10 分の７相当

額」 －「確定係数通知における令和３年度保険者努力支援制度

（市町村分）の当該市町村に係る交付見込額」 

※ ７割相当額のうち２割相当額については、令和３年度保険者努力支援制度（市

町村分）の成績を反映させた額（平均交付額の２割相当額に全国平均点に占める

当該市町村の評価点の割合を乗じた額）とする。 

 

② 当該市町村に係る令和２年度の経営努力分経過措置額の２分の１ 

 


